
 

 

 

 

 

 

 
 

～悪質商法などの被害にあわないために～ 

講師を派遣します！ お気軽にご利用ください 

 

 

 

◆対象：板野町の高齢者・老人会・実行組・職場・学校など各種団体 

    （概ね 5名以上） 

◆講座内容：架空・不当請求に注意 

      高齢者等を狙う悪質商法の手口とその対処法 

      強引な勧誘で思わず契約した場合のクーリングオフ 

      エシカル消費基礎知識 

◆時間：３０分～2時間程度 

◆日時：夜間・休日を問いません 

◆費用：無料 

◆講師：板野町消費生活相談所相談員 及び 外部講師 

◆申し込み方法：開催予定日の概ね１ヵ月前までに電話でご相談ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

板野町消費生活相談所の相談員が、皆さんの地域へお伺いし、

悪質商法・架空請求の現状や、被害にあわないためのポイン

トなどをわかりやすくお伝えする出前講座を行います。 

 無料 

その後、裏面「講座申請書」に必要事項をご記入のうえ、 
郵送もしくは FAX等にて下記までお送りください。 

●お問い合わせ 
 
板野町消費生活相談所 

TEL : ０８８－６７２－６０９９ 
FAX : ０８８－６７２－１１１３ 
住所 : 〒779-0105  

板野町大寺字亀山西 169-5 
 板野町町民センター1階 


